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資料２ 



Ⅰ．地域生活支援拠点等の機能に関する評価指標 ～「地域生活支援拠点等の機能充実に向けた運用状況の検証及び検討の手引き」より～ 

(a)【コーディネーター】地域生活支援拠点等の運営を中心に担う職員の配置 

評価項目 評価指標 取組状況（充足度） 

a コーディネー

ターの配置 

a① コーディネーターを配置しているか  【○】配置している 

【 】配置していない 

※コーディネーターとは、地域生活支援拠

点等の運営を中心に担う職員として、次の

機能・業務内容を担う者を想定しています。 

【機能①】緊急時の支援が見込めない者を

事前に把握・登録した上で、常時の連絡体

制を確保し、障害の特性に起因して生じた

緊急の事態等に必要なサービスのコーディ

ネートや相談その他必要な支援を行う機能 

【機能②】地域の様々なニーズに対応でき

るサービス提供体制の確保や、地域の社会

資源の連携体制の構築等を行う機能 

◆確認事項１：コーディネーターの配置場所と配置人数（常勤・非常勤別） 
 

常勤 非常勤 

 機能① 機能② 機能① 機能② 

1.基幹相談支援センター 
 

２ 
 

 

2.市町村障害者相談支援事業 
 

 
 

 

3.指定相談支援事業所 ５  
 

 

4.グループホーム、障害者支援施設、宿泊

型自立訓練等の事業所 

 
 

 
 

5.拠点単独の事業所・事務室 
 

 
 

 

※地域活動支援センターとなみ野、障がい者サポートセンターきらり、地域生活支援センターす

まいる、わくわく小矢部相談支援事業所、相談支援センターあいで各１名 
 

※専従のコーディネーターとは、上記の機

能①②を担う職員として配置された者であ

って、かつ、他の機関・事業所を兼務して

いない者を指します。 

◆確認事項２：コーディネーターの配置場所と配置人数（専従・兼務別） 
 

専従 兼務 

 機能① 機能② 機能① 機能② 

1.基幹相談支援センター 
 

 
 

２ 

2.市町村障害者相談支援事業 
 

 
 

 

3.指定相談支援事業所 
 

 ５  

4.グループホーム、障害者支援施設、宿泊

型自立訓練等の事業所 

 
 

 
 

5.拠点単独の事業所・事務室 
 

 
 

 

  

a② 配置している場合、コーディネータ

ーとして期待される役割を担うこと

ができているか 

【 】十分できている 

【○】一定程度できている 

【 】全くできていない 

◆確認事項：コーディネーター【機能①】が担っている業務内容（該当するものに

○） 

【○】緊急時の支援が見込めない者の事前把握・登録 

【○】常時の連絡体制の確保（コーディネーターが中心となって複数の機関等によ

り常時の連絡体制を整備している場合を含む） 

【○】緊急時のコーディネートや相談支援等の個別対応 

◆確認事項：コーディネーター【機能②】が担っている業務内容（該当するものに

○） 

【○】緊急受入先の確保・開拓 

【○】専門性を高めるための人材養成研修の企画・実施 

【 】地域移行・地域生活の継続支援のための関係機関・事業所による連携会議の

開催 

【○】地域生活支援拠点等の広報・周知 

(b)【相談機能１】緊急対応など支援が必要となる障害者等（強度行動障害者や医療的ケアが必要な重症心身障害者、潜在的要支援者等）の事前把握・登録・

名簿管理、関係機関との情報共有 

評価項目 評価指標 取組状況（充足度） 

b-01 緊急時の支援

が見込めない

障害者等の事

前把握 

b-01① 緊急時の支援が見込めない障害者等

を拠点等として事前に把握している

か 

【 】十分できている 

【○】一定程度できている 

【 】全くできていない 

◆確認事項：事前に把握している対象者の状態像（該当するものに○） 

【 】医療的ケアが必要な重症心身障害 

【 】遷延性意識障害 

【 】強度行動障害 

【 】高次脳機能障害 

【 】サービスの利用に繋がっていない障害者等 

【○】その他（具体的に：サービス計画作成対象のうち緊急時の支援が見込めない

者） 

b-02 事前把握した

緊急時の支援

が見込めない

b-01① 緊急時の支援が見込めない障害者等

の登録・名簿管理をしているか 

【○】実施している 

【 】実施していない 

b-02② 事前把握した名簿の更新を行ってい 【○】実施している 
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障害者等の登

録・名簿管理 

るか 【 】実施していない 

b-02③ 緊急時に対応するために必要な情報

（障害者等の状態像、同居する家族の

連絡先等）を適切に把握しているか 

【 】十分できている 

【○】一定程度できている 

【 】全くできていない 

b-03 事前把握した

緊急時の支援

が見込めない

障害者等の名

簿の「緊急時

の受け入れ・

対応」につい

て実施機関と

の間で情報共

有 

b-03① 「緊急時の受け入れ・対応」の実施機

関との間で情報共有をしているか 

【 】実施している 

【○】実施していない 

b-03② 個別事例ごとに、緊急時の対応の仕方

や協力機関が決められていて、障害者

等・家族・関係機関等と共有されてい

るか 

【 】実施している 

【○】実施していない 

b-03③ 緊急時に利用する機関がある場合に、

平時において障害者等・家族がその機

関を見学、体験利用等を行っているか 

【 】実施している 

【○】実施していない 

b-04 事前把握して

いない障害者

等への緊急時

の対応の準備

について 

b-04① 事前把握していない障害者等につい

て、緊急時の対応が必要になった際

に、支援できる体制について検討・準

備しているか 

【 】実施している 

【○】実施していない 

b-04② 障害福祉サービスの支給決定を受け

ていない障害者について、緊急時の対

応が必要になった際に、市町村長が

「やむを得ない理由による措置」に基

づき支援できる体制について検討・準

備しているか 

【○】実施している 

【 】実施していない 

b-05 複数法人が拠

点機能を担う

場合の指揮命

令系統の構築

について 

b-05① 緊急時対応の場合において、必要に応

じて市町村による対応指示が行われ

る体制を確保するなど、指揮命令系統

を確保しているか 

【○】実施している 

【 】実施していない 

(c)【相談機能２】把握した緊急対応など支援が必要な障害者等からの緊急時を含む相談体制の確保 

評価項目 評価指標 取組状況（充足度） 

c-01 拠点等とし

て「相談」の

実施機関の

位置付け 

c-01① 拠点等として「相談」を行う実施機関

を位置付けているか 

【○】位置付けている 

【 】位置付けていない 

◆確認事項：拠点等における「相談機能」の実施機関 
 

設置数（箇所） 

1.基幹相談支援センター 
 

2.市町村障害者相談支援事業 
 

3.指定相談支援事業所 ５ 

4.その他の事業所又は機関 
 

  

c-02 拠点等の「相

談」の実施機

関における

緊急時の相

談体制の確

保 

c-02① 24 時間の相談体制を確保しているか 【 】十分できている 

【○】一定程度できている 

【 】全くできていない 

◆確認事項１：体制の確保方法（該当するものに○） 

【 】単独の相談支援事業所による体制 

【○】複数の相談支援事業所による体制 

【 】グループホーム等との連携による体制 

◆確認事項２：対象者の範囲（該当するものに○） 

【 】法定サービス（自立生活援助・地域定着支援）の障害者等 

【 】対象区域のうち事前に登録した全て又は一部の障害者等（法定サービスの対

象者を除く） 

【 】対象区域全ての障害者等（法定サービスの対象者以外） 

【○】サービス計画作成対象の障害者のうち緊急時の支援が見込めない障害者等 

c-03 拠点等にお

いて「相談」

に関わる実

施体制 

c-03① 拠点等において「相談」に関わる実施

体制の人員に不足はないか 

【 】人員体制は充足している 

【○】人員体制は不足している 

◆確認事項：実施体制 

 人数 

1.「相談」に関わる職員数  ５ 

2.（うち）相談支援専門員の人数  ５ 
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c-03② 緊急的な相談について必要に応じて

緊急受入や緊急訪問、関係機関につ

なげるなど、適切に対応ができてい

るか 

【 】十分できている 

【○】一定程度できている 

【 】全くできていない 

(d)【緊急時の受け入れ・対応】把握した緊急対応など支援が必要な障害者等からの緊急時の受け入れ先の確保 

評価項目 評価指標 取組状況（充足度） 

d-01 緊急時の連

絡調整のル

ール策定 

d-01① 「緊急時」の該当基準や要支援者の受

入基準を策定し、実施機関に周知して

いるか 

【○】実施している 

【 】実施していない 

d-01② 「緊急時」に適切に対応するためのマ

ニュアルやフローチャートを策定し、

実施機関に周知しているか 

【○】実施している 

【 】実施していない 

d-02 拠点等とし

て「緊急時の

受け入れ・対

応」の実施体

制 

d-02① 「緊急時の受入・対応」の機関は十分

に確保しているか 

【 】十分できている 

【○】一定程度できている 

【 】全くできていない 

◆確認事項１：要支援者の受け入れ要請の相談受付件数 

 １月の件数 延件数 

要支援者の受け入れ要請の相談受付件数 － １ 

  

◆確認事項２：拠点等として確保している空室の数（空室の合計は受入可能人数の

目安） 
 

箇所数の合計 空室の合計（室） 

1.短期入所事業所 ２ ４ 

2.グループホーム 
  

3.障害者支援施設 
  

4.宿泊型自立訓練 
  

5.その他（マンション等） 
  

  

◆確認事項３：拠点等として緊急時対応を行う事業所 
 

箇所数の合計 

1.訪問系サービス事業所 ０ 

2.その他の事業所（        ） ０ 

  

d-02② 不足する場合、地域の緊急受入先の確

保・開拓をしているか 

【○】実施している 

【 】実施していない 

d-02③ 緊急保護時の不測事態に備えた医療

機関等との連携体制を確保している

か 

【 】十分できている 

【 】一定程度できている 

【○】全くできていない 

d-03 自拠点等で

の受け入れ

困難時に備

えた他事業

所（拠点等の

「緊急時の

受け入れ・対

応」の実施機

関でない事

業所）との連

携体制の確

保 

d-03① 自拠点等での受け入れ困難時に備え

た他事業所（拠点等の「緊急時の受け

入れ・対応」の実施機関でない事業所）

との連携体制を確保しているか 

【 】十分できている 

【 】一定程度できている 

【○】全くできていない 

d-03② 自拠点等で受入困難時の連携してい

る事業所の担当者及び連絡先を把握

し、事業所内で共有しているか 

【 】十分できている 

【 】一定程度できている 

【○】全くできていない 

d-03③ 当該事業所において、受け入れ対応が

可能（又は困難）な障害者等の状態像

を把握しているか 

【 】十分できている 

【○】一定程度できている 

【 】全くできていない 

(e)【体験の機会・場の確保】地域生活への移行や継続のニーズを踏まえた地域生活の体験宿泊等の実施 

評価項目 評価指標 取組状況（充足度） 

e-01 拠点等とし

て「体験の機

会・場」の確

保 

e-01① 拠点等として「体験の機会・場」を確

保しているか 

【 】十分できている 

【○】一定程度できている 

【 】全くできていない 

◆確認事項１：「体験の機会・場」に関する実施機関の体制 
 

箇所数の合計 
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1.短期入所事業所 ２ 

2.グループホーム １ 

3.宿泊型自立訓練 
 

4.通所事業所 
 

5.障害児関連の事業所 
 

6.その他（               ） 
 

  

◆確認事項２：対象者の範囲（該当するものに○） 

【○】グループホームの体験利用 

【 】一人暮らしに向けた体験宿泊 

【○】緊急時の対応を想定した体験利用 

【 】通所事業所の体験利用 

e-01② 確保している場合、対象となる利用者

の範囲・場所はニーズに照らして十分

なものとなっているか 

※希望者数・(うち)待機者数を確認すること

により、体験利用・体験宿泊について対応で

きたニーズ、対応できなかったニーズを把握

します。 

【 】十分できている 

【 】一定程度できている 

【○】全くできていない 

◆確認事項：把握した体験利用のニーズと拠点等における実績 
 

体験利用の

希望者数 

（うち）待

機者数 

実 際 の 利

用者数 

1.グループホームの体験利用 
   

2.一人暮らしに向けた体験宿泊 
   

3.緊急時の対応を想定した体験利用 
   

4.通所事業所の体験利用 
   

  

(f)【専門的人材の確保・養成】専門性の確保に向けた取組の実施 

評価項目 評価指標 取組状況（充足度） 

f-01 専門性を高

めるための

人材養成研

修のニーズ

の把握及び

実施 

f-01① 専門的な人材の確保・養成のニーズを

把握しているか 

【 】十分できている 

【 】一定程度できている 

【○】全くできていない 

f-01② 専門的な人材の確保・養成の研修を実

施しているか 

【 】実施している 

【 】ニーズは把握していたが実施には至らなかった 

【 】ニーズがなかったので実施しなかった 

【○】実施していない 

◆確認事項：拠点等の実施機関が実施している研修例（該当するものに○） 

【 】強度行動障害への対応 

【 】医療的ケアが必要な人への対応 

【 】ひきこもりへの対応 

【 】その他支援が困難な人への対応 

f-02 拠点等の実

施機関から

のニーズを

踏まえた外

部研修の活

用又は受講

推奨 

f-02① 外部研修の情報収集や受講の勧奨を行

っているか 

【 】十分できている 

【 】一定程度できている 

【○】全くできていない 

◆確認事項：具体的な取組内容 

 

  

f-02② 収集した研修の情報を地域の関係機関

等に情報提供しているか 

【 】実施している 

【○】実施していない 

(g)【地域の体制づくり】地域生活の安心の確保と地域生活への移行と継続を支援するための地域の体制づくりの実施 

評価項目 評価指標 取組状況（充足度） 

g-01 緊急時の受

け入れ・対

応のための

取り組み 

g-01① コーディネーター【機能②】が中心とな

って、緊急時の受け入れや対応に関す

ることを協議するための関係機関・事

業所による連携会議等を実施している

か 

【 】十分できている 

【 】一定程度できている 

【○】全くできていない 

g-01② 連携会議等において、緊急時の受け入

れ・対応について対応できた事例や対

応しきれなかった事例、地域課題等に

ついて取り扱われているか 

【 】十分できている 

【 】一定程度できている 

【○】全くできていない 
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g-02 地域移行・

地域生活の

継続支援の

ための取組 

g-02① コーディネーター【機能②】が中心とな

って、入所・入院等からの地域移行に関

することを協議するための関係機関・

事業所による連携会議を実施している

か 

【 】十分できている 

【 】一定程度できている 

【○】全くできていない 

g-02② 連携会議等において、入所・入院中等か

らの地域移行について対応できた事例

や対応しきれなかった事例、地域課題

等について取り扱われているか 

【 】十分できている 

【 】一定程度できている 

【○】全くできていない 

g-03 共通事項 g-03① 地域の協力機関数が十分か。ニーズに

対して地域の社会資源等が不足してい

る場合に、協力依頼して登録事業所を

増やす等、対応を図っているか 

【 】十分できている 

【 】一定程度できている 

【○】全くできていない 

g-03② 地域体制強化共同支援加算を算定して

いるか 

【○】算定している 

【 】算定していない 

◆確認事項：地域体制強化共同支援加算の算定状況 

1. 地域体制強化共同支援加算の算定事業者数 １ 事業所／年 

2. 地域体制強化共同支援加算の算定回数 ２ 回／年 

  

g-03③ 地域生活支援拠点等として取り組んで

いる、独自の活動や取り組みがあるか 

【○】実施している 

【 】実施していない 

◆地域生活支援拠点等として取り組んでいる、独自の活動や取り組み、特色等＜

自由記述＞ 

 ○拠点等の整備運営に関するガイドラインの作成 

  

 

Ⅱ．地域生活支援拠点等の運営状況に関する評価指標 

評価項目 評価指標 取組状況（充足度） 

h-01 地域住民に

対する拠点

等の存在・

役 割 の 広

報・周知 

h-01① 拠点等に位置づけられている事業所名

や相談窓口等を利用者等及び地域住民

（学校関係者・保護者を含む）に幅広く

周知しているか 

【○】実施している 

【 】実施していない 

◆確認事項：周知方法（該当するものにチェック） 

【○】拠点等のホームページに掲載 

【 】市町村の広報誌への掲載 

【 】役所の相談窓口において紹介 

【 】その他（具体的に：                       ）                               

h-02 市町村（整

備主体）の

役割 

h-02① 拠点等の運営に当たって市町村内に担

当者を配置し、拠点等機関コアメンバー

（地域生活支援拠点等に位置付けられ

ている機関の管理者等）と連携して個別

の支援ケースの対応状況について定期

的（月に１～２回程度）に情報共有を行

っているか 

【 】実施している 

【○】実施していない 

h-03 関係機関と

の連携状況

（拠点等に

位置づけら

れている機

関同士の有

機 的 な 連

携、拠点等

以外の機関

との連携を

含む） 

h-03① 地域生活支援拠点等の運営について、コ

ーディネーターと市町村担当者が密に

連絡を取り合い、官民協働で取り組めて

いる実感があるか 

【 】十分できている 

【 】一定程度できている 

【○】全くできていない 

h-03② 前記①のコーディネーターと担当者を

含めて、拠点等の運営について企画・検

討する際に、圏域内で中核となる機関や

人と協力体制を作り、コアメンバーを形

成して協議できているか 

【 】十分できている 

【 】一定程度できている 

【○】全くできていない 
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